
令和５年８月
農林水産省 経営局

農業経営をめぐる情勢について
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農地等をめぐる状況

経営⾯積16.4haが、70か所に分散して存在
最も離れている農地間の直線距離は５㎞

T県N市の
認定農業者
(⽔稲専作)
の事例

〇 担い⼿であっても経営農地が⼩さな区画で分散（分散錯圃）

○ 我が国において、⾼齢化・⼈⼝減少が本格化する中で、農業者の減少や耕作放棄地の拡⼤がさらに加速化し、 地域の農地が適切に利⽤されなくなる懸念
○ ⽣産の効率化やスマート農業の展開等を通じた農業の成⻑産業化に向け、地域において、農地が利⽤されやすくなるよう、⽬指すべき将来の具体的な利⽤の姿等を描き、
分散錯圃の状況を解消して、農地の集約化等を進めるとともに、⼈の確保・育成を図る措置を講ずることが必要

○ このため、農業経営基盤強化促進法等を改正（令和５年４⽉１⽇施⾏）
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資料︓農林⽔産省「農林業センサス」（組替集計）

基幹的農業従事者数 平均年齢
60代以下基幹的農業従事者数

2010年 205万⼈ 66.2歳
60代以下︓110万⼈

2015年 176万⼈ 67.1歳
60代以下︓92万⼈

2020年 136万⼈ 67.8歳
60代以下︓67万⼈

〇 基幹的農業従事者の減少と⾼齢化が進展
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資料︓農林⽔産省調べ
注︓担い⼿の農地利⽤集積⾯積とは、認定農業者、認定新規就農者、市町村基本構想の⽔準到達者、

集落営農経営が所有権・利⽤権・特定農作業受託により経営する⾯積

○ 担い⼿の農地利⽤集積⾯積・集積率の推移

（年度）

農
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農地⾯積

担い⼿の農地利⽤集積率

うち集積⾯積

（万ha）

担い⼿への農地利⽤集積は、農地バンクを創設した2014年以降、加速化し、
2022年度の集積率は59.5％となった。

他⽅、担い⼿の経営耕地は分散しており、集約化はまだ途上にある。
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地域計画（⼈・農地プラン）の策定

同意市町村は、自然的経済的社会的諸条件

を考慮した区域ごとに、農業者・農業委員

会・農地バンク・ＪＡ・土地改良区等の関

係者による協議の場を設置し、次を話合い

同
意
市
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村
は
、
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果
を
公
表

地域で農業の将来の在り方等を協議 同意市町村が地域計画を策定
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❶ 区域における農業の将来の在り方

❷ 区域における農業上の利用が行われる農用

地等の区域（※）

❸ その他農用地の効率的かつ総合的な利用を

図るために必要な事項

※協議の中で、（緑）農業上の利用が行われる区域と
（茶）保全等を進める区域に整理

緑の区域：農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画へ

茶の区域：農山漁村活性化法に基づく活性化計画へ

現状 目標地図

○同意市町村は、次を定めた地域計画

（案）を作成

①地域計画の区域

②①の区域における農業の将来の在り方

③②に向けた農用地の効率的かつ総合的

な利用に関する目標 等

○同意市町村は、③の目標として、農業を

担う者ごとに利用する農用地等を定め、

これを地図に表示（「目標地図」）

○目標地図の素案は、農業委員会が市町村

の求めを受けて作成

（情勢の推移に応じ、随時変更が可能）

※目標地図のイメージ
保全等を進める
区域

農業上の利⽤が
⾏われる区域

○ 基本構想を作成している市町村は、地域における農業の将来の在り⽅等について、協議の場を設け、協議の結果を踏まえ、農
⽤地の効率的かつ総合的な利⽤を図るため、「地域計画」（⼈・農地プラン）を策定

○ 地域計画は、施⾏⽇（令和５年４⽉１⽇）から２年以内（令和７年３⽉末まで）に策定（随時変更が可能）

※地域計画の策定は、市街化区域については行われない。
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○ 今後は、地域の共通の⽬標である地域計画（⽬標地図）の達成に向けて、農業委員会が中⼼となって、関係機関が連
携して取組を推進

○ 農地バンクは、分散している農地をまとめて引き受けて、⼀団の形で受け⼿に再配分する機能を有し、農家負担ゼロの基盤
整備事業・地域集積協⼒⾦等も活⽤し、これによる集約化等の取組（従来の貸借＋農作業受委託）を促進

農業委員会が中心となって、地域計画の達成に向けて、関係機
関が連携して、農地バンクへの貸付け、農地バンクからの借受
等の働きかけを実施

◆ 農業委員会は、地域計画の達成に向けて、農地バンクへ
の貸付け等を積極的に促進

◆ 農地バンクは、所有者等に対して農地中間管理権の取得
等に関する協議を積極的に申入れ

◆ 同意市町村は、農地バンクへの利用権の設定等が必要と
認めるときは、所有者等に農地バンクと協議すべき旨を勧告

具体的な貸付け等の働きかけ

農地バンクは、公募を前提に事業を行ってきたことに替えて、
地域計画の達成に資するよう事業を実施

○ 農業委員会の意見を聴いて、農地バンクは、貸借や農作業受託等について定める農用地利用集積等促進計画を策定（現行の農地
バンクの農用地利用配分計画と市町村による農用地利用集積計画を統合）

○ 農業委員会は、同計画を定めるべき旨を農地バンクに要請でき、農地バンクは要請内容を勘案して計画を策定

・農用地利用集積等促進計画の添付書類の簡素化や事務処理の迅速化を実施
・都道府県条例の改正による都道府県知事の認可権限の市町村長への委譲も可能

権利の設定等

地域計画（⽬標地図）の達成に向けた取組
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【農業委員会による農地利⽤の最適化】【市町村による地域計画の策定⽀援】
１．地域計画策定推進緊急対策事業︓８億円
①市町村推進事業

話合いに向けた情報の⼊⼿・整理、コーディネーターの活⽤など
を⽀援

②農業委員会推進事業
⽬標地図の素案作成を⽀援

③都道府県推進事業
説明会及び研修会の開催等の取組を⽀援

２．農⼭漁村振興交付⾦（最適⼟地利⽤総合対策）
︓91億円の内数

（令和４年度補正予算 中⼭間地域等農⽤地保全総合対策
︓14億円の内数）

中⼭間地域等における農⽤地保全に必要な地域ぐるみの話合
いによる最適な⼟地利⽤構想の策定、基盤整備等の条件整備、
⿃獣被害防⽌対策、粗放的な⼟地利⽤等を総合的に⽀援

【農地バンクを活⽤した農地の集約化】
１．農地中間管理機構事業︓40億円

農地バンクの事業（農地賃料、保全管理費等）や農地相談員
（現地コーディネーター）の増員などを⽀援

２．遊休農地解消緊急対策事業︓３億円
農地バンクが遊休農地を積極的に借り受け、簡易な整備を⾏っ

た上で担い⼿に集積・集約化する取組を⽀援

３．機構集積協⼒⾦交付事業︓46億円
（うち令和４年度補正予算40億円）

農地バンクへの貸借・農作業受委託による集積・集約化に取り
組む地域等を⽀援

１．農業委員会交付⾦︓47億円
農業委員会の職員の設置等の基礎的経費を⽀援

２．機構集積⽀援事業︓28億円の内数
都道府県農業会議による⽬標地図の素案作成等の巡回サポートの取組を⽀

援

３．農地利⽤最適化交付⾦︓51億円
農地利⽤最適化推進委員等による農地利⽤の最適化活動に要する経費を⽀

援（タブレット通信費等の事務費を含む）

【⽬標地図の実現に向けた⽀援】
⽬標地図の実現を推進する観点から、地域計画策定区域、⽬標地図に位置

付けられた者を対象とした各種補助事業との関連付け。
１．農地利⽤効率化等⽀援交付⾦︓15億円

⽬標地図に位置付けられた者の農業⽤機械・施設の導⼊を⽀援

２．集落営農活性化プロジェクト促進事業︓３億円
⽬標地図に位置付けられた集落営農の経営発展を⽀援

３．農地耕作条件改善事業のうち⾼収益作物転換型など︓200億円の内数
地域計画の策定区域内の⾼収益作物転換等のための取組を⽀援

４．強い農業づくり総合⽀援交付⾦のうち産地基幹施設等⽀援タイプ
︓121億円の内数

地域計画の策定区域内の集出荷貯蔵等の産地の基幹施設の導⼊を⽀援

５．新規就農者育成総合対策のうち経営開始資⾦など︓192億円の内数
⽬標地図に位置付けられた新規就農者の経営開始や機械・施設等の導⼊を

⽀援

地域計画の実現に向けた支援・取組②（R5予算）
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主業農家

（うち65歳未満農業専従者がいる）

資料︓平成12年実績値及び令和２年実績は「農林業センサス」より作成。
農地⾯積は「耕地及び作付⾯積統計」、農業総産出額は「⽣産農業所得統計」より作成。

総農家 １７５万

主業経営体

（うち65歳未満農業専従者がいる）

２０．１万

法人その他団体経営体

３．８万

（うち法人3.1万）

その他の経営体・農家

主業経営体︓農業所得が主（世帯所得の50％以上が農業所得）で、調査期⽇前１年間に⾃営農業に60⽇以上従事している65歳未満の世帯員がいる個⼈経営体
準主業経営体︓農外所得が主（世帯所得の50％未満が農業所得）で、調査期⽇前１年間に⾃営農業に60⽇以上従事している65歳未満の世帯員がいる個⼈経営体
副業的経営体︓調査期⽇前1年間に⾃営農業に60⽇以上従事している65歳未満の世帯員がいない個⼈経営体
主業農家︓農業所得が主（世帯所得の50％以上が農業所得）で、調査期⽇前１年間に⾃営農業に60⽇以上従事している65歳未満の世帯員がいる農家
準主業農家︓農外所得が主（世帯所得の50％未満が農業所得）で、調査期⽇前１年間に⾃営農業に60⽇以上従事している65歳未満の世帯員がいる農家
副業的農家︓調査期⽇前1年間に⾃営農業に60⽇以上従事している65歳未満の世帯員がいない農家
⾃給的農家︓経営耕地⾯積が30a未満かつ農産物販売⾦額が年間50万円未満の農家

令和２（2020）年

（実績）

現在

平成12（2000）年 令和２（2020）年
農地⾯積（万ha） 483 437

農業総産出額（兆円） 9.1 8.9

総農家 ３１２万

４３．８万

農家以外の農業事業体等

３．０万

（うち法人1.4万）

約２６０万程度

準主業農家 59.9万
副業的農家 123.7万

自給的農家 78.3万

その他の経営体・農家

平成12（2000）年

（実績）

基本法制定当時

○ 基本法制定から約20年間（2000年→2020年）で、
① 法⼈その他団体経営体は増加したが、個⼈経営体のうち主業経営体（うち65歳未満の農業専従者がいる）は、
５割以下に減少。
② 農地⾯積は約10％減少。農業総産出額は同⽔準。

⾷料・農業・農村基本法制定当時と現在の農業構造
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約１５０万程度

準主業農家 14.3万
副業的農家 66.4万

自給的農家 71.9万

注︓⼀⼾⼀法⼈（農家のうち農業経営を法⼈化しているもの）は、平成12（2000）年では
主業農家等に含み、令和２（2020）年では法⼈その他団体経営体に含む。



2000年 2010年 2020年

農業経営体数の推移・経営形態別のシェア

個⼈経営体数の推移

法⼈経営体数の推移

0.5万経営体

2.2万
3.1万

資料︓農林⽔産省「農林業センサス」
上グラフにおいて、2000年及び2010年の主副業別経営体数は販売農家の数値
下グラフにおいて、2000年には⼀⼾⼀法⼈は含まない

資料︓農林⽔産省「農林業センサス」
主副業別などシェアの数字については、四捨五⼊の関係でそれぞれの品⽬の和が
100％にならない場合や、グラフ右欄の「主業＋団体シェア」と⼀致しない場合がある。

123.7
88.3

66.4

59.9

38.9

14.3

50.0

36.0

23.1

2000年 2010年 2020年

233.7万経営体

164.4万

103.7万

主業経営体

準主業経営体

副業的経営体

2020年の経営形態別シェア
（作付⾯積、飼養頭数ベース） 主業＋団体

シェア

52%
86%
76%
86%
87%
79%
75%

95%
87%
98%
99%

52%
67%
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ブロイラー

採卵鶏

豚

⾁⽤⽜

乳⽤⽜

花き類・花⽊

果樹類

野菜類

⼯芸農作物

⾖類

いも類

雑穀

⻨類

稲（飼料⽤を除く）

主業 法⼈経営体 その他団体 準主業 副業的

○ 個⼈経営体は総じて減少し、特に副業的経営体が⼤きく減少。他⽅で、法⼈をはじめとした団体経営体数は着実に増加。
しかしながら、2020年の個⼈経営体数は約100万、法⼈経営体数は約３万であり、経営体数は圧倒的に個⼈経営が多い。

○ 多くの品⽬で主業経営体及び法⼈その他組織経営体が農業⽣産の相当部分を担う構造を実現。⽔稲及び果樹については
担い⼿シェアは５割程度に留まっている。
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作付⾯積

129万ha

13万ha

27万ha

6万ha
8万ha

17万ha

12万ha
26万ha

2万ha
-
-
-
-
-



基幹的農業従事者の年齢構成

基幹的農業従事者数の年齢構成（2023年）

資料︓農林⽔産省「農業構造動態調査」（2022年、2023年（概数値））
注︓基幹的農業従事者とは、15歳以上の世帯員のうち、ふだん仕事として主に⾃営農業に従事している者（雇⽤者は含まない）。 7

○ 2023年における基幹的農業従事者数は116万⼈、平均年齢は68.4歳（2022年）で、年齢構成は70歳以上の層が
ピークになっている。

○ 今後10年から20年先を⾒据えると、基幹的農業従事者数は⼤幅に減少することが確実であり、少ない経営体で農業⽣産
を⽀えていかねばならない状況。

1.2 4.4 7.8 10.4

24.3

68.3

1.0% 3.8%
6.7%

9.0%

20.9%

58.7%
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（万⼈）

基幹的農業従事者数全体に
占める割合（右⽬盛）

基幹的農業従事数︓116万⼈
平均年齢︓68.4歳（2022年）

20年後の基幹的農業従事者の
中⼼となる層

【50代以下︓23.8万⼈(20%)】



（備考）１．農林水産省「2020年農林業センサス」（組替集計）
２．団体経営体の農業就業者は、役員・構成員（年間150日以上従事）と常雇いの合計

〇基幹的農業従事者（個⼈経営体）の年齢構成（販売⾦額１位の部⾨別）

○ 個⼈経営体の基幹的農業従事者は、稲作・果樹で⾼齢者層が中⼼。⼀⽅、施設野菜・酪農・養豚・養鶏は⽐較的若年層が
多い

○ 法⼈その他団体経営体の農業就業者は、バランスの取れた年齢構成であり、若年層が多い

〇法⼈その他団体経営体の農業就業者の年齢構成（販売⾦額１位の部⾨別）

136万人

19万人

8

農業就業者の年齢構成
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（百億円）

(79.5%) (20.5%)

(72.6%) (27.4%)

(66.6%) (33.4%)

(62.1%) (37.9%)

経営体数等に占める個⼈経営体と法⼈その他団体経営体のシェア

資料︓農林⽔産省「農林業センサス」
注︓農産物販売⾦額は、農産物販売⾦額規模別経営体数に、それぞれの階層ごとに階層の中間値（50万円〜100万円であれば75万円）を乗じて求めた推計結果を基にシェアを算出した。

2005年

2010年

2015年

2020年

経営体数 経営耕地⾯積
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201
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（万経営体）

(97.9%) (2.1%)

(97.3%) (2.7%)

(96.4%) (3.6%)
248

284

313

339

76

61

50

30

323

345

363

369

0 100 200 300 400

（万ha）

(91.8%) (8.2%)

(82.3%)

(13.8%)(86.2%)

(17.7%)

(76.6%) (23.4%)

農産物販売⾦額（推計）
個⼈経営体 法⼈その他団体経営体

(98.3%) (1.7%)

○ 2020年における「法⼈その他団体経営体」のシェアは、経営体数は全体の４％程度であるが、経営耕地⾯積は約25％、農
産物販売⾦額は約40％まで拡⼤。

○ 少ない農業法⼈が離農する個⼈経営体の農地等を引き受け、⾷料⽣産・供給を⽀えている構造。
○ 経営体数は⼤きく減少しているものの、経営耕地⾯積や農産物販売⾦額は維持⼜は微減にとどまる。
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2000年 2010年 2020年

法⼈経営における組織形態別・販売⾦額規模別の経営体数の割合等

資料︓農林⽔産省「農林業センサス」、左上グラフの2000年の数値には⼀⼾⼀法⼈は含まない。

法⼈経営における
組織形態別の経営体数の割合

農事組合法⼈
23.9%
（7,329）

株式会社等の会社
65.1%
（19,977）

農協等の各種団体
6.8%（2,076）

その他の法⼈
4.3%（1,325）

2020年
30,707経営体

法⼈経営における
販売⽬的の作物の類別作付（栽培）割合

2020年
50.5万ha

稲
（飼料⽤除く）
40.7%

⻨類
16.1%

⾖類
11.0%

⼯芸農作物
3.7%

野菜 8.7%

果樹 1.5%
その他
18.3%

法⼈経営体数の推移

0.5万経営体

3.1万

法⼈経営における
農産物の販売⾦額規模別の経営体数の割合

販売なし〜100万円未満
13.9%

100〜500万円
9.6%

500〜1,000万円
9.2%

1,000〜3,000万円
21.6%3,000〜5,000万円

12.8%

5,000〜１億円
14.5%

１〜２億円 8.1%

２〜３億円 3.4%
３〜５億円 2.7%

５億円以上 4.1%

2020年
30,707経営体

2.2万

○ 法⼈経営体数は2020年に30,707法⼈まで増加。
○ 組織形態については、株式会社等の会社形態をとっている経営体が全体の約2/3、農事組合法⼈が約1/4を占めている。
○ 農産物の販売⾦額規模別の経営体数をみると、100万円未満から５億円以上まで多様な販売⾦額規模の経営体が存在。
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農産物の販売規模別の農業経営体数

-60.8% -49.6% -48.5% -47.0% -33.5% -26.0%
-2.4%

35.5% 46.4%

110.5%

-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%

販 売

な し

50万円

未 満

50〜

100

100〜

500

500〜

1000

1000〜

3000

3000〜

5000

5000〜

1億

1〜5億 5億円以上

農産物販売⾦額規模別の農業経営体数
増減率（2005（H17）年→2020（R２）年）

資料︓農林⽔産省「農林業センサス」

総数 販 売
な し

50万円
未 満

50〜
100

100〜
500

500〜
1000

1000〜
3000

3000〜
5000

5000〜
1億

1〜
5億

5億円
以上

2005年 2,009,380 248,625 570,143 341,461 559,390 137,893 116,469 20,623 9,683 4,463 630

2020年

1,075,705 97,495 287,122 175,832 296,243 91,764 86,145 20,122 13,120 6,536 1,326

うち法⼈
30,707
(2.9%)

2,755
(2.8%)

802
(0.3%)

720
(0.4%)

2,951
(1.0%)

2,816
(3.1%)

6,645
(7.7%)

3,945
(19.6%)

4,438
(33.8%)

4,367
(66.8%)

1,268
(95.6%)

2005年→2020年
２倍以上に増加

2020年
１〜５億円を販売する
経営体の６割強、
５億円以上販売する
経営体の９割強は法⼈

○ 農業経営体数は2005年から2020年にかけて、販売額5000万円以上の層で増加。特に５億円以上の層が２倍以上に拡
⼤している。

○ 販売規模の上位層ほど、法⼈が占める割合が増加し、2020年における１〜５億円の経営体の６割強、５億円以上の経営
体の９割強は法⼈となっている。
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経営耕地規模別経営体数の推移
○ 都府県における経営耕地規模別の経営体数は2000年以降、5ha未満の経営体数は⼀貫して減少する⼀⽅、10ha以上の経営体数は増加。
○ 2015年から2020年にかけての経営体数の変化率は、2010年から2015年の変化率と⽐べ、５ha未満層の減少率と20ha以上層の増加率が拡⼤。
○ 特に⼤規模層ほど法⼈経営が占める割合が増加しており、30ha層では2015年に50％であった法⼈の割合は2020年には60％に拡⼤。
○ これらのことから、離農した経営体の農地の受け⽫となり農業法⼈の⼤規模化が進展していることがうかがわれる。

‐18.9%

‐21.6%

‐20.0%

‐15.4%

‐9.5%

3.2%

22.0%

23.4%

29.1%

‐19.3%

‐26.8%

‐26.1%

‐21.2%

‐15.6%

‐5.6%

11.8%

25.4%

32.0%

‐30% ‐20% ‐10% 0% 10% 20% 30% 40%

0.5ha未満

0.5〜1.0

1.0〜2.0

2.0〜3.0

3.0〜5.0

5.0〜10.0

10.0〜20.0

20.0〜30.0

30.0ha以上

2010→2015

2015→2020

経営耕地規模別の経営体数の推移
（都府県︓2000年〜2020年） 経営耕地規模別の経営体数の変化率（都府県）

2015年→2020年で
10ha未満層は減少

離農した経営体の農地を引き受けることによって、
経営体の⼤規模化が進展

資料︓農林⽔産省「農林業センサス」
注︓2000年は販売農家、2005年以降は農業経営体の数値である。

2015年→2020年で
10ha以上層、
特に20ha以上層が
⼤きく増加
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500 

160 

95  41 
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414 
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46 

14  4  4 
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435 
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47  17  5  5 

244 

318 

245 

90  66 
44  19  6  7 

0

100
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0.5ha未満 0.5〜1.0 1.0〜2.0 2.0〜3.0 3.0〜5.0 5.0〜10.0 10.0〜20.0 20.0〜30.0 30.0ha以上

（単位︓千経営体）

2000年→2020年で
・５ha未満層は⼀貫して減少
・10ha以上層は⼀貫して増加

■2000年 ■2005年 ■2010年 ■2015年 ■2020年

10ha以上層のみ

7,655 
(注)

10,536 

2,069  1,668 

14,295 

3,931  4,039 

17,433 

4,850  5,216 

19,497 

6,081  6,884 

10.0〜20.0 20.0〜30.0 30.0ha以上

（単位︓経営体）

(2,506)
(1,524)

(3,202)
(2,164) (2,608)

(4,127)

(うち法⼈)(うち法⼈)
(うち法⼈)

⼤規模層ほど法⼈割合が増加
30ha以上層では
・2015年の法⼈割合50％
・2020年の 〃 60％

(注）2000年における10.0〜20.0haの値は10~15haと15ha以上の経営体数を合計して算出
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地域農業を⽀え、雇⽤の受け⽫となる農業経営体の事例①

有限会社 安井ファーム（⽯川県⽩⼭市）
設 ⽴︓平成13年
売 上 ⾼ ︓2.9億円
経営⾯積︓ブロッコリー84ha、⽶42ha、⼤⾖17ha 等
構 成 員 ︓役員２名、従業員9名、パート15名
取組内容︓
・地域⽔⽥を期間借地により⾼度利⽤
設⽴当初の⽔稲単作からブロッコリー等による⽔⽥複合経営へ。
⼤⻨収穫後⽔稲作付けまでの地域の未利⽤⽔⽥を期間借地し、貸し

⼿と相互にメリット享受。仕事ぶりが評価され、当初の地権者ごと交
渉から、地区⽣産組合との⼀括交渉による借地へ。他地域にも展開。
・⼈材育成を通じた経営の持続性確保
⽬標管理シートなどの業務改善活動によりスタッフを育成。各部⾨

の責任者として配置し、意思決定権を移譲。
スマートフォン活⽤により、栽培履歴や⽣育状況、販売状況を全

スタッフで共有。
・各種施設整備による⻑期安定出荷
選果場、冷蔵庫、ライスセンター、集出荷施設等を順次整備し、品

質向上・量確保により、⾷品⼤⼿へ⻑期安定出荷を実現。

ブロッコリーの作付⾯積と販売額の推移

0.0

0.5

1.0
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2.0

2.5

0

20
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80
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

作付面積 販売額

（億円）（ｈａ）

作付開始

20a

移植機導入

冷蔵庫整備

製氷機整備

秋冬季の期間借地

（秋作）開始

GGAP認証取得

(H20～22)

国庫事業による

集出荷場整備

ITツール導入

広報課

設立

有限会社ｸﾞﾘｰﾝﾌｧｰﾑ清⾥（新潟県上越市）
設 ⽴︓平成５年３⽉
売 上 ⾼ ︓2.7億円（農業粗収益）
経営⾯積︓⽶150ha 等
構 成 員 ︓役員５名、従業員18名
取組内容︓
・平坦地・中⼭間地をセットで受⼊れ
離農者・全作業委託希望者が増加する中、「郷⼟の農地を守る」

との経営理念を掲げ、離農農家の受け⽫として設⽴。中⼭間地の農
地保全という社会的使命と経営体としての採算性を両⽴。
・地域の集落法⼈との連携
農地を徐々に引き受けてきた結果､⾃社のみでは限界があるため､

地域の各集落に呼びかけて５つの集落法⼈を⽴ち上げ、法⼈同⼠で
農作業の相互協⼒、農地利⽤調整、共同販売を⾏う基盤を構築。
・周年雇⽤と地域貢献の両⽴
⽔稲育苗ハウスを有効活⽤したアスパラ菜などの冬期栽培、歩道

等の除雪作業の受託等により、従業員の周年雇⽤と地域貢献を両⽴。
・後継者の育成と⼥性登⽤
若⼿従業員の教育、他地域からの就農希望者・研修⽣や福祉施設

作業員の受⼊れを⾏い、地域全体の後継者を育成。
地域の⼥性を積極的に雇⽤・役員登⽤し、オペレーター、ほ場責

任者にも任命。

中⼭間地の農地も受託 冬期の除雪作業を受託

○ 農業経営体が、地域の信頼を得て、農地を引き受けながら徐々に経営拡⼤・⾼度化を図り、雇⽤の受け⽫となるなど地域農
業・農村社会の維持・発展に⽋かせない存在となっているモデル的な事例が全国各地で出てきている。

13



有限会社 内⽥農場（熊本県阿蘇市）
〜⼤区画を利⽤した⽣産と契約販売〜

株式会社ベジアーツ（⻑野県御代⽥町）
〜⽣産⼯程管理を通じた効率経営の実現〜

事業内容︓農産物の⽣産・販売（⽔稲、⼤⾖、⼤⻨、作業受託）
設 ⽴︓平成７年４⽉
売 上 ⾼ ︓１億円
経営⾯積︓55ha(⾷⽤⽶9種類、酒⽶6種類、⼤⾖)
構 成 員 ︓役員３名、従業員３名、パート２名
取組内容︓
・農地集約と⼤区画化

30a区画の圃場を地権者の承諾を得て、60a〜1ha区画の⼤
型圃場に⾃主施⼯。

・スマート農業
クラウド型の作業履歴アプリを導⼊し、作業内容やトレーサ

ビリティの記録管理を効率化。GPSを搭載したトラクターによ
る⾃動操舵や防除⽤ドローンの導⼊により省⼒化を実現。

・実需者ニーズに即した⽣産
主⾷⽤・加⼯⽤ともに多品種を安定契約⽣産することにより

作期やリスクを分散。⼈・施設・機械をパンクさせずに適期収
穫。

・従業員の育成や独⽴⽀援
作業内容や経営を学んだ従業員3名が地域で独⽴。

事業内容︓農産物の⽣産・販売（レタスなどの契約栽培等）
設 ⽴︓平成元年10⽉
売 上 ⾼ ︓5億円（グループ全体）
経営⾯積︓30ha(レタス、ロメインレタス、パクチー、栗など)
構 成 員 ︓役員1名、従業員8名、パート13名
取組内容︓
・外⾷企業等との共同会社設⽴

(株)モスフードサービスと共同出資で会社を設⽴し、農産物
を各地の店舗へ出荷。

・雇⽤就農者の確保
部⾨ごとの農場⻑制を採⽤。チームで年間の作業計画を作成

し、当⽇の作業量に応じた⼈員配置、農機具の整理整頓や作業
進捗管理の徹底などにより、年間総労働時間を削減。

・⽣産原価を踏まえた価格設定
⽣産コストをデータで把握し、契約販売をしている取引先に

提⽰することにより、適切な販売価格を設定。

・広報専任者の採⽤
⾃社ブログを年間100本発信。スタッフ紹介の充実等により

正社員だけでなくアルバイトの採⽤に効果⼤。

社員の平均年齢は28歳 整理整頓の徹底などで、無駄を削減
⾃主施⼯による⼤区画化

実需者専⽤⽔⽥による⽶⽣産

地域農業を⽀え、雇⽤の受け⽫となる農業経営体の事例②
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〇 ⼈⼝減少・⾼齢化がさらに進展する中、より少ない担い⼿で⽣産基盤を維持していくためには、これらモデル的な農業経営体の
創出を促進するとともに、当該経営体や地域農業をサポートしていく体制の構築が必要。
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資料︓集落営農実態調査（農林⽔産省統計部）

集落営農数の推移

〇 集落営農とは、「集落」を単位として農業⽣産過程における⼀部⼜は全部についての共同化・統⼀化に関する合意の下に実
施される営農(農業⽤機械の所有のみを共同で⾏う取組及び栽培協定⼜は⽤排⽔の管理の合意のみの取組を除く。)

〇 集落営農数は、2006年以降増加したが、2017年をピークに減少。法⼈化した集落営農は2022年に5,694法⼈、集落営
農全体に占める法⼈の割合（法⼈化率）はほぼ⼀貫して増加
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農業経営における個⼈・法⼈の⽐較

資料︓農林⽔産省「農業経営の法⼈化のすすめ（個⼈版）」を参考に作成

法⼈ 個⼈

経
営
・
運
⽤
⾯

経営管理 ● 家計と経営が明確に分離され、経営管理が徹底される  家計と経営が分離されていないケースが多い

対外信⽤⼒
● 計数管理の充実、各種法定義務（経営報告など）を伴うため、⾦融機関や取引先

に対する信⽤⼒が向上し、取引⾦融機関からの資⾦調達が円滑化
▲ 複式簿記での記帳が義務化されるなど経理・申告事務が増加

 経営者個⼈に対する信⽤⼒に限定

⼈材の確保・
育成 ● 社会保険制度の整備により、外部から⼈材を確保しやすい  社会保険制度が未整備な場合が多く、親族以外からの⼈材

が確保しにくい

経営継承
● 代表者が交代しても事業資産の帰属や対外的な契約関係が継続
● 後継者を役員や従業員から確保しやすく、他の法⼈との合併等も可能であり、円滑な

経営継承が可能（経営の持続性が⾼い）

 個⼈名義の取引や契約の締結のため、代表者交代に伴う
資産や経営関係の継承⼿続が煩雑

 後継者は親族中⼼

制
度
⾯

税制⾯
● 個⼈に⼀定以上の所得規模がある場合は税負担が軽減（定率課税の法⼈税が適

⽤されるほか、所得分配による事業者⾃⾝への課税軽減）
▲ 法⼈に利益がなくても都道府県⺠税（均等割）等の納税義務が発⽣

 累進課税の所得税が適⽤

社会保険制度
● 社会保険制度の充実により、外部からの⼈材を確保しやすい
● 福利厚⽣等の待遇改善により多様な⼈材確保の期待
▲ 社会保険制度の導⼊に伴う事業主の負担が発⽣

 労災保険・雇⽤保険は、任意適⽤（注１）
 国⺠健康保険・国⺠年⾦の加⼊
（法⼈）
 労災保険・雇⽤保険は、強制適⽤（注２）
 健康保険・厚⽣年⾦保険は、強制適⽤（注３）
 労働時間等の就業規則が整備されるなど、就業条件が

明確化（注４）

制度資⾦
● 融資に限らず、出資・増資による資⾦調達のオプションが増える

制度資⾦の融資限度額が拡⼤するほか、農業法⼈投資育成事業を営む株式会社
等（アグリビジネス投資育成株式会社など）からの出資が受けられる

 制度資⾦（スーパーL資⾦等）の融資が受けられる。

注１︓常時雇⽤従業員が５⼈以上の場合は強制適⽤。 注２︓農事組合法⼈（従事分量配当制）の場合において、組合員（出資者）は労災保険は特別加⼊（任意）、雇⽤保険は加⼊不可
注３︓農事組合法⼈（従事分量配当制）の場合において、組合員（出資者）は国⺠健康保険及び国⺠年⾦に加⼊。 注４︓常時雇⽤従業員が10⼈以上の場合は、就業規則を定める必要。

○ 担い⼿の経営発展のためには、資⾦調達や⼈材（労働⼒）確保、経営継承の⾯でメリットの多い法⼈化が有効な⼿段。
○ 法⼈では家計と経営が明確に分離しているため、債務超過となると事業継続が困難となることから、より厳格な経営管理が求めら

れる。
○ また、個⼈では代表者交代に伴う資産や経営関係の継承⼿続きが煩雑である⼀⽅、法⼈は代表者が交代しても資産の帰属や

対外的な契約関係が継続することから、円滑な経営継承が可能であり、この観点での経営の持続性が⾼い。
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取組内容 事業等 メリット 概要

資⾦の借⼊れ

農業経営基盤強化資⾦
（スーパーＬ資⾦）

借⼊限度額：10億円
（⺠間⾦融機関との協調融資
の状況に応じ30億円）
※個⼈：３億円
（複数部⾨経営等は６億円）

認定農業者に対して、農業経営改善計画に即して規模拡
⼤その他の経営改善を図るのに必要な⻑期低利資⾦を
（株）⽇本政策⾦融公庫等が融資

経営体育成強化資⾦ 借⼊限度額：５億円
※個⼈：1.5億円

意欲と能⼒をもって農業を営む者に対して、前向き投資
のための資⾦と償還負担を軽減するための⻑期低利資⾦
を（株）⽇本政策⾦融公庫等が融資

農業改良資⾦ 借⼊限度額：1.5億円
※個⼈：5,000万円

みどりの⾷料システム法の認定を受けた農業者など個別
法に基づき国・県から計画の認定を受けた者に対して、
農業⽣産における⽣産・加⼯・販売の新部⾨の開始など
新たな取組に必要な無利⼦資⾦を（株）⽇本政策⾦融公
庫等が融資

農業近代化資⾦ 借⼊限度額：２億円
※個⼈：1,800万円

意欲と能⼒をもって農業を営む者に対して、経営改善に
必要な⻑期低利資⾦（機械・施設の整備資⾦、⻑期運転
資⾦）を⺠間⾦融機関が融資

農林漁業経営資本強化資⾦
（資本性ローン）

借⼊限度額：１億円⼜はみな
し⾃⼰資本⽐率が40％に達す
るのに必要な額のいずれか低
い額

新たな事業展開、事業再⽣等に取り組もうとする認定農
業者等に対して、⺠間⾦融機関からの資⾦調達を円滑に
するため、債務者の評価において⾃⼰資本とみなして取
り扱うことができる資本性資⾦（資本性ローン）を
（株）⽇本政策⾦融公庫等が融資

資本の強化 農林漁業法⼈等投資育成制度
アグリビジネス投資育成株式
会社等からの出資
（農業法⼈等が対象）

農業法⼈等の事業拡⼤・成⻑発展のため、農業法⼈等が
外部から円滑に資⾦調達が図られるよう、アグリビジネ
ス投資育成株式会社等が農業法⼈等に出資

⼈材の雇⽤ 雇⽤就農資⾦
60万円／年・⼈
（最⻑4年間）
（農業法⼈等が対象）

49歳以下の就農希望者を新たに雇⽤する農業法⼈等に対
して資⾦を助成

農業法⼈に対する優遇措置
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５年後の⽬標とその達成のための取組内容を記載

農業経営改善計画の作成

市町村等へ申請

認定要件
・市町村の基本構想に照らし適切なものであるか（⽬標所得を⽬指すものとなっているかどうか）
・農⽤地の効率的かつ総合的な利⽤を図るために適切なものであるか
・達成される⾒込みが確実であるか

市町村等
が認定

認定農業者

都道府県・国認定も同様

※農業⽣産施設︓畜舎、温室その他これらに類する
農畜産物の⽣産の⽤に供する施設

○ 経営改善計画の記載内容
・営農活動の現状及び⽬標（営農類型、年間所得、
年間労働時間）

・農業経営の規模拡⼤に関する現状及び⽬標
（作付⾯積、飼養頭数、関連・附帯事業の売上げ等）
・⽣産⽅式の合理化・経営管理の合理化
・農業従事の様態の改善 等

※農業⽤施設の整備に関する事項（施設の種類、規模、
所在等）を記載することも可能

※ 電⼦申請も可能

○ 農業経営を営む区域（農⽤地⼜は※農業⽣
産施設が所在する区域）が市町村⼜は都道
府県の区域を超える場合 それぞれ都道府県・国

認定農業者制度の概要

○ 担い⼿が農業⽣産の相当部分を担う農業構造を確⽴するため、農業経営基盤強化促進法（1993年制定）に基
づく認定農業者制度を創設。

○ 農業者が市町村の基本構想に⽰された農業経営の⽬標に向けて、⾃らの創意⼯夫に基づき、経営の改善を進めようと
する計画を市町村等が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して⽀援措置を講じようとするもの。

【農業⽤施設の整備に際して農地転⽤の許可を要する場合】
・農地転⽤許可基準を満たしているかどうか（都道府県知事の同意）

各種⽀援
18



認定農業者数の推移
○ 認定農業者数は2010年まで順調に増加。その後、⼈⼝減少・⾼齢化により全体の経営体数が減少する中で微減傾向にあ

るが⼀定数を維持。
○ 「個⼈経営体のうち主業経営体（2020年 23.1万経営体）」及び「法⼈経営体（2020年 3.1万経営体）」の８割超が

認定農業者となっており、2022年における認定農業者数は22.2万経営体、うち法⼈は2.8万経営体となっている。

うち法⼈

認定農業者数の推移

1.9

24.9

22.7

2.8

資料︓農林⽔産省経営局経営政策課調べ（各年３⽉末時点の数字）
注︓2009年からは、特定農業法⼈で認定農業者とみなされている法⼈を含む。

2.6

23.4
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認定農業者に対する主な⽀援措置

○畑作物の直接⽀払交付⾦（ゲタ対策）
諸外国との⽣産条件の格差による不利がある畑作物（⻨、⼤⾖、てん菜、でん粉原料⽤ばれいしょ、そば、なたね）を⽣産する農業者に対して、経営安定のための交付⾦

（標準的な⽣産費と標準的な販売価格の差額）を直接交付します。

○⽶・畑作物の収⼊減少影響緩和交付⾦（ナラシ対策）
収⼊減少による農業経営への影響を緩和するため、⽶、⻨、⼤⾖等の当年産の販売収⼊の合計が、標準的収⼊を下回った場合に、その差額の９割を補塡します。
補塡の財源は、農業者と国が１対３の割合で負担します。

経営所得安定対策

○スーパーＬ資⾦及び農業近代化資⾦
農業⽤機械・施設の整備などに制度資⾦が利⽤できます。
さらに、⽬標地図に位置付けられた場合等は、

貸付当初５年間実質無利⼦化します。
※農業近代化資⾦は認定農業者以外も対象。認定農業者は特例⾦利

○農林漁業経営資本強化資⾦（資本性ローン）
⽇本政策⾦融公庫から、農業経営安定資⾦⼜は施設資⾦について、期限⼀括償還（５年１か⽉以上20年以内）で貸付けを受けられます。
※資本性ローン︓貸出条件が資本に準じた⼗分な資本的性質が認められる借⼊⾦として、債務者の評価において、資本とみなして取り扱うことが可能なもの。

融資
融資機関 資⾦ 償還期限 貸付限度額

⽇本政策
⾦融公庫等

農業経営基盤強化資⾦
（スーパーＬ資⾦）

25年以内
（据置10年以内）

個⼈ ３億円
（複数部⾨経営等は６億円）

法⼈ 10億円
（⺠間⾦融機関との協調融資の状況に応じ30億円）

農協等 農業近代化資⾦ 15年以内
（据置７年以内）

個⼈ 1,800万円
法⼈ ２億円

○農業経営基盤強化準備⾦制度
⽬標地図に位置付けられた認定農業者等が、農業経営改善計画等に従って、経営所得安定対策等の交付⾦を農業経営基盤強化準備⾦として積み⽴てた場合、所得

の計算上、この積⽴額を、個⼈は必要経費に、法⼈は損⾦に算⼊できます。
積み⽴てた準備⾦を５年以内に取り崩したり、受領した交付⾦をそのまま⽤いて、農⽤地や農業⽤の建物・機械等の固定資産を取得した場合には、圧縮記帳ができます。

税制

⻘⾊申告を⾏う認定農業者は、保険料の助成措置を受けることができます。
農業者年金の保険料支援

農業経営改善計画の認定の際に、農業⽤施設の整備に係る農地転⽤の審査を併せて受けることができます。
また、認定を受けた農業経営改善計画に基づいて農業⽤施設を整備する場合には、農地転⽤の許可があったものとみなされます。

農地転用手続のワンストップ化
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農業を担う者の確保及び育成を図るため、都道府県は、次に掲げる業
務を⾏う拠点（農業経営・就農⽀援センター）としての機能を担う体制
を整備

① 農業経営に関する援助（助⾔・指導等）
経営管理の合理化その他の農業経営の改善、農業経営の円滑な継

承、農業経営の法⼈化のために必要な助⾔・指導等

② 就農等希望者に対する援助（相談対応・情報提供等）
就農等希望者などからの相談への対応、農業経営の開始⼜は農業へ

の就業に関する情報の収集・提供等

③ 希望に応じた市町村等の関係者への紹介・調整
関係者から提供された情報を活⽤し、就農等希望者の希望に応じた

市町村等の関係者への紹介、必要な調整等

〇 農業経営基盤強化促進法に基づき、都道府県が「農業を担う者」を幅広く対象とし、就農から経営発展についてきめ細かなサポー
トを実施する体制として「農業経営・就農⽀援センター」を整備。

○ センターは、就農等を希望する者からの相談に対応し、希望者のニーズに応じた就農先市町村等を提案、紹介することで、円滑な
就農を⽀援するとともに、農業者からの農業経営の法⼈化や継承などの相談に対応して課題解決に向けた指導・助⾔を実施。

農業経営・就農⽀援センターの機能を担う体制の整備 農業経営・就農⽀援センターによる⽀援
農業を
始めたい！

・就農等希望者からの相談に対応し、データベースを活
⽤して、市町村等の就農受⼊体制や研修等の情報を就
農等希望者に提供
・就農等希望者の希望に応じて、市町村等の関係者に紹

介し、必要な調整を実施
・農業者からの経営発展や経営継承等の相談に対応し、

課題解決に向けた専⾨家等による助⾔・指導を実施

【農業経営・就農⽀援センター】

農業経営・就農⽀援センター
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農業後継者の確保状況
○ ５年以内に農業経営を引き継ぐ後継者を確保している経営体（経営主が65歳以上の経営体）の割合は28.0％。これを団

体経営体についてみると52.2％で、個⼈経営体に⽐べて後継者を確保している割合が⾼い。

22

５年以内に農業経営を引き継ぐ後継者の確保状況別経営体数の構成割合
（経営主が65歳以上の経営体）

28.0

27.4

52.2

72.0

72.6

47.8

計

個⼈経営体

団体経営体

後継者を確保していない

後継者を確保している

％

資料︓農林⽔産省「2020年農林業センサス」
注︓構成割合の計算の際の分⺟は「（計）―（５年以内に農業経営を引き継がない）」



（１）準備段階
・就農研修者への⽀援

（３）経営発展段階
・後継者の就農定着⽀援

（４）全段階共通
・経営継承に向けた検討・
話合いの場

○就農準備資⾦の交付（150万円/年、最⻑２年）
○雇⽤就農資⾦（新法⼈設⽴⽀援タイプ）の交付（移譲希望者に120万円/年（３年⽬以降60万円/年）、最
⻑４年）

〇経営開始資⾦の交付 （150万円/年、最⻑３年）
〇市町村等に就農相談員を配置し⽣活⾯も含む地域定着⽀援（サポート体制構築事業）
〇先輩農業者等による技術・販売等指導への⽀援（サポート体制構築事業）
〇就農後の機械・施設等導⼊を都道府県・国が⼀体⽀援（経営発展⽀援事業 補助対象事業費上限1,000万円）
〇後継者の取組を市町村・国が⼀体⽀援（経営継承・発展等⽀援事業 最⼤100万円）

経営継承の基本⼿引書（継承の進め⽅・注意点、⾃⼰診断表、課税計算シート、経営資源評価⽅法、
継承計画策定⽅法等）
設備投資、販路開拓費⽤等の⽀援、専⾨家活⽤費⽤の⽀援（事業承継・引継ぎ補助⾦）

○農地の相続税・贈与税の納税猶予・免除
○⼟地・建物・減価償却資産（⾞両・機械等）、株式の相続税・贈与税の納税猶予・免除（個⼈版・法⼈版
事業承継税制）

○農地バンクを通じて農地を譲渡した場合等の譲渡所得の特例控除
○設備投資減税、継承後の経営リスクに備えた準備⾦制度（経営資源集約化税制）

・経営資産の取得・改修⽀援

・後継者の経営発展等⽀援

・業種横断的⽀援

・親族間継承への税制特例

・第三者継承への税制特例

経営継承に係る主な⽀援策

農業経営・就農⽀援センターによる経営診断、継承計画等⽀援

・基本⼿引書の作成

（２）円滑化段階
・経営資産の取得・改修⽀援

〇⻘年等就農資⾦による⻑期・無利⼦資⾦（実質無担保・無保証⼈も可）
〇農業⽤ハウス、畜舎等の補改修を⽀援（産地⽣産基盤パワーアップ事業、畜産クラスター事業等）

・⾦融⽀援 ○スーパーL資⾦、農業近代化資⾦、経営体育成強化資⾦による⻑期・低利資⾦（スーパーL資⾦、農業近
代化資⾦は当初５年間実質無利⼦も可）

○資本増強ニーズに対するアグリ社等の出資、農林漁業経営資本強化資⾦（資本性ローン）
○後継者が⺠間資⾦を借り⼊れる際の無担保・無保証⼈化、貸付当初５年間の保証料免除（農業信⽤保証保
険⽀援総合事業）

地域計画（⼈・農地プラン）制度の創設

・都道府県センター
による経営継承促進⽀援
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経営継承の事例

農業経営相談所の専⾨家チームによる説明

〇 穂垂ル里山農場株式会社（茨城県）

• 先代経営者（父）から後継者（子）への経営継承時（子：42

歳）に法人を設立（水稲）

• 後継者は法人化が念頭にあったが不安があり躊躇。農業

経営相談所が専門家チーム（中小企業診断士、社会保険

労務士、普及指導員）により、法人化に向けた事業計画

策定、組織体制、運営方法、労務環境の整備等を支援

• 地域の農業者の高齢化により、経営面積は後継者の就

農時から大幅に拡大（17ha→32ha）

• 更なる農地の引受けをにらんだデータの見える化・共有

化やGAP等の認証取得にも意欲

〇 農事組合法人ガイア砺波（富山県）

• 地区内の営農組織が法人化した大規模土地利用型法人

（水稲、麦、大豆等140ha）

• 現経営者（N氏）は、近隣市で園芸店に勤務していたが、

同法人の求人広告に応じ従業員として入社

• 前代表は、経営継承を考えた際、法人の地区内の農家に

後継者候補がなかったことから、意欲的で人柄が信頼で

きるN氏への継承を決意。段階的に責任を委譲してN氏を

育成しつつ、計画的な負債の整理を進めた上でN氏に継

承（N氏：41歳）

• N氏は、後継者として高収益作物であるいちごを導入し、

担当の従業員も雇用して観光農園も開始。今後は、販路

拡大や加工部門の導入を目指す

法⼈代表者から親族外の従業員への継承個⼈農業者から農業法⼈への継承
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資料︓総務省「国勢調査」・「⼈⼝推計」
注︓2020年以降は国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所「⽇本の将来推計⼈⼝（平成29年推計）」の出⽣中位・死亡中位仮定による推計結果。

（万⼈） 推計値実績値

総⼈⼝
約2500万⼈
（19%）減少

⽣産年齢⼈⼝
約2200万⼈
（30%）減少

■：65歳以上
■：15〜64歳 (⽣産年齢⼈⼝)
■：15歳未満

⽣産年齢⼈⼝等の推移
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○ 国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所（厚労省所管の研究機関）によると、30年後に総⼈⼝は現在より約2500万⼈（豪州の
⼈⼝に相当）、⽣産年齢⼈⼝は約2200万⼈減少すると予測されている。

○ 各産業において、若年層労働⼒の奪い合いが起こる可能性がある。
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資料︓農林⽔産省 「新規就農者調査」
（各年の数値は、2014年以前は当該年の４⽉１⽇〜翌年の３⽉31⽇まで、2015年以降は、当該年の２⽉１⽇〜翌年の１⽉31⽇までの１年間に新規就農した者の数）

※ 新規雇⽤就農者︓新たに法⼈等に常雇い（年間７カ⽉以上）として雇⽤されることにより、農業に従事することとなった者
（外国⼈技能実習⽣及び特定技能外国⼈並びに雇⽤される直前の就業状態が農業従事者であった場合を除く）

※ 新規参⼊者︓⼟地や資⾦を独⾃に調達し、新たに農業経営を開始した経営の責任者及び共同経営者（相続・贈与等により親の農地を譲り受けた場合を除く）
※ 新規⾃営農業就農者︓個⼈経営体の世帯員で、⽣活の主な状態が、「学⽣」から「⾃営農業への従事が主」になった者及び「他に雇われて勤務が主」から「⾃営農業への従事が主」になった者

⻘年就農給付⾦
(農業次世代⼈材投資事業)
(H24当初)

経営発展⽀援事業
サポート体制構築事業
(R4当初)

農の雇⽤事業
(H20補正)

【新規就農者全体の動向】
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【新規就農者のうち、40代以下の動向】
(千⼈)

21.1千⼈ 18.4千⼈

73.5千⼈

52.3千⼈

23.0千⼈

新規参⼊者

新規雇⽤就農者

新規⾃営農業就農者

○ 将来の担い⼿として期待される40代以下の新規就農者は２万⼈前後で推移しており、これまでの就農施策に⼀定の効果。
他⽅、経営開始後の着実な経営発展が課題。

○ ⼀⽅、農業従事者の減少分を補うには⾜りていない状況。
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資料︓総務省「労働⼒調査」
１) ⾃営業主 ︓個⼈経営の事業を営んでいる者
２) 家族従業者︓⾃営業主の家族で、その⾃営業主の営む事業に無給で従事している者
３) 常雇︓役員と⼀般常雇（１年を超える⼜は雇⽤期間を定めない契約で雇われている者で「役員」以外の者）
４) 臨時雇︓１か⽉以上１年以内の期間を定めて雇われている者
５) ⽇雇︓⽇々⼜は１か⽉未満の契約で雇われている者
この資料の「農業就業者」は、上記の１）〜５）までをいう。

【農業就業者全体の動向】
(注2) (注3)

(注1)

注１︓1999年は、雇⽤者計の値。
注２︓2011年は、東⽇本⼤震災の影響により、岩⼿県・宮城県・福島県を除く値。
注３︓2018年以降は、調査事項の変更があったことから、雇⽤契約期間に基づき、

定めがない者及び１年超の者を「常雇」、１年以下の者を「臨時雇・⽇雇」、
期間がわからない者及び定めがあるかわからない者を「その他」としている。
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労働⼒確保⽀援 (H26当初)【農業就業者のうち、雇⽤者の動向】

(万⼈)

(万⼈)

常雇 臨時雇・⽇雇 その他

28万⼈

53万⼈
（＋25万⼈）

家族従業者

⾃営業主

300万⼈

185万⼈
（−115万⼈）
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○ 農業就業者全体は、1999年から約20年間で115万⼈減少し、2022年には185万⼈となった。
○ 他⽅、このうち雇⽤者については、農の雇⽤事業等の雇⽤⽀援施策の効果もあり、同じ約20年間で25万⼈増え、2022年に53万⼈となった。
○ しかしながら、今後⼈⼝減少・⾼齢化が進む中で必要な労働⼒の継続的な確保が課題となっている。



農業分野における外国⼈労働者数の推移
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(2017.6) ※就労⽬的(派遣)

特定技能制度 (１号)
(2019.4) 
※就労⽬的 (直接雇⽤・派遣)

技能実習法 (2017.11)
※規制強化のため新設

⼊国制限により、
国内に在留する
他分野の外国⼈材を確保

(⼈)

（※）

資料︓厚⽣労働省「「外国⼈雇⽤状況」の届出状況」から特別集計（各年10⽉末⽇現在）

※「外国⼈雇⽤状況」の届出は、雇⼊れ・離職時に義務付けており、「技能実習」から「特定技能」へ移⾏する場合など、
離職を伴わない場合は届出義務がないため、他の調査と⼀致した数字とはならない。

※ 2012年以前は在留資格別のデータなし。

専⾨的・技術的分野
（特定技能を含む）

技能実習

その他
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○ 農業分野の外国⼈労働者数は、この５年間で1.6倍に増加。他⽅で、国内外での⼈材獲得競争が激化し、継続的な外国
⼈労働者の確保が課題。
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４．地図 ※H24およびR3は集積状況の地図

【目標地図】

１．地区の概要

454ha地区内の耕作面積 454ha今後中心経営体が引き受ける耕地面積

水稲地区の主な作物 平地農業地域（統計区分）地域区分 平地農業地域（統計区分）地域区分

９経営体（認農４、認農法５）中心経営体数

目標地図作成の先行事例 【笠郷地区】 岐阜県養老町

３．目標地図の作成プロセス（その２）

【作成に当たっての課題や出し手・受け手からの意見】
地権者・担い手等全員が参加して地図を作成するのは困難だと考え、まずは現在耕作をして

いる担い手だけを集めて会議を行った。会議は担い手が率先して話し合い、必要に応じてJAに
しみの・町が間に入り、１～２回の開催で合意を得ることができた。その後２か月程度で担い
手の意向を基にプランの素案(ゾーニング地図含む)作成が終わり、担い手以外の者（農事改良
組合・農業委員等）を含めた地域検討会を開催した。会終了後、農事改良組合長から、地権者
にゾーニング地図についての内容を説明した。（説明内容：将来自分がリタイアしたときには、
誰が耕作をしてもらえるのか等。）

【課題や意見への対応】
ゾーニングをするに当たり70～80代の地元の個人の担い手について、10年後でも営農ができ

るのかと問いかけたところ、若手の担い手が地図に位置付けてあれば、我々を地図に反映する
必要はないとの反応があった。

【出し手・受け手の意識の変化】
これまで利用権設定等で貸借を進めていたが、ゾーニング地図を作ったことでこの地区はこ

の人がやるということが地域で合意形成されたため、集約化が進んだ。

２．作成経緯 【当初H24年】 【途中（R3年）】

３．目標地図の作成プロセス(その１）

【作成に至るきっかけ】

平成24年、プランの策定例が国から示され、その中に地図
も掲載されていたことから、将来的に必要だと思い、関係機

関と協力し、作成に取りかかった。

関する方針
地区の水田利用は６経営体が担い、稲作・露地野菜等を

中心に作付けを行いプランに基づいた集積を進めていく。
園芸作物については、３経営体が担う。

○上記方針を実現するために必要な取組に関する方針
農地の所有者が高齢化等に伴い農業をリタイアした際は

農地を中間管理機構に転貸し、人・農地プランに基づいて
農地を貸し出すこととする。

○地区の課題
中心経営体への農地集積は約

78％、用排分離されておらず、
麦・大豆等の畑作物の作付が困
難。今後は高収益作物への転換
促進を図る必要がある。

○中心経営体への農地の集約化に

当初作成年次 平成24年10月（目標地図作成）
変更年次 第１回 平成25年10月

令和元年７月（実質化）
終変更年次 第９回 令和 3年12月

※毎年夏頃に更新が必要かどうかの確認を行う。

養⽼町
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○地区の課題
・ 地区内の農業者の高齢化
（70歳以上66％）

・ 中心経営体の経営基盤強化と新た
な受け手の確保

○中心経営体への農地の集約化に関する
方針
・ 中心経営体を中心に農地集約
・ 他地域からの担い手やＵＩターン者の受入促進
・ 多面的機能支払交付金対象組織の保全活動により集約し
やすい環境を整備

○上記方針を実現するために必要な取組に関する方針
・ 人材確保（外部人材の呼び込み等）
・ 新規・特産化作物（高収益作物の導入、梅栽培等検討）
・ 鳥獣被害防止（捕獲、防護対策の強化等）
・ 集落農業の発展（農地保全の協力体制構築）
・ その他（担い手の分散錯誤解消に向けた協議等）

４．目標地図

【目標地図（令和３年度末）】

１．地区の概要

51ha地区内の耕作面積 ７ha今後中心経営体が引き受ける耕地面積

水稲、野菜地区の主な作物 中間農業地域（統計区分）地域区分 中間農業地域（統計区分）地域区分

４経営体（認農法３、認就１）中心経営体数

目標地図作成の先行事例 【都治地区】 島根県江津市

３．目標地図の作成プロセス（その２）

２．作成経緯

当初作成年次 平成26年２月（江津地区として作成）
変更年次 平成27年３月、平成28年３月、平成29年１月
（実質化） 令和２年３月（都治地区）

【令和３年度当初】

３．目標地図の作成プロセス(その１）

【作成に至るきっかけ】
・ 江津市は、令和２年度までに作成した市内45地区の実質化プラ

ンの実行に当たって、担い手不足の中、地区毎の取組には限界を
感じ、令和３年度には45地区を９エリアに統合区分し、各エリア別に
ビジョン推進会議を設置。

・ 都治地区は近隣の波積地区と合わせ、都治・波積エリアとしてビ
ジョン推進会議を設定。会議を定期的に開催しプランの実行に取
組んでおり、令和３年10月、都治・波積広域ビジョンを作成。 農地の効率的な利用に向けた農地交換（３経営体間で８筆 ２ｈａの農地を交換）

・ 令和３年10月、ビジョン会議にて地区内の担い手毎の意向（どこでどのような農業をした
いか等）を把握。将来の土地利用を見据え、守れる農地、守り切れない農地、耕作条件が
低限整備された区域を図化したゾーニング原図を作成（「都治地区ゾーニング原図」参照）。

・ 令和４年２月、まずＷＣＳの導入実証する地域で、農地の効率的な利用に向けて、担い手
間の農地交換を実施。農地交換に当たっては、ビジョン会議で話合いを重ね、中心経営体３
経営体の間で８筆（２ha）を交換し、分散錯圃を解消（「４．目標地図」参照）。

・ 令和４年度はゾーニング原図の実現に向け重点的
な取組を予定（農地交換の検証、ゾーニング案作成、
住民への周知等）。農地利用調整は担い手間での農
地交換が中心だが、地区内で受け手のない農地が出
そうな時は、効率的な農地利用が図られるよう、ど
の担い手が受けるかを検討していく。

※ビジョン推進会議メンバー
担い手＋人・農地プラン推進チーム会議構成員

（市担当者、農業委員会、農地バンク）

都治地区ゾーニング原図

江津市
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○地区の課題
・ 兼業農家が営農の中心となっている
集落であり、農業者の高齢化が進んで
いる。また、若年層の農業に対する意
識の低下も見受けられ、後継者の確保
に危機感が芽生えている。

・ 担い手が耕作する農地は、集積・集
約化が進んでおらず分散錯圃の状態である。

・ 農地は昭和30年頃に土地改良が行われ、1枚辺り10ａ規模の
農地が形成されているが、現代の農業機械に対応した面積で
はなく、効率的な営農を行うことが出来ない。

○中心経営体への農地の集約化に関する方針

集落の担い手個人５名及び１法人を中心経営体として位置づ
け、農地を集積・集約していく。

○上記方針を実現するために必要な取組に関する方針

・ 担い手の計画的な規模拡大に繋がるよう関係機関が連携し
て農地の集積・集約化に取り組む。

・ 農地中間管理事業により集積した農地を中心に、土地改良
事業による畦畔除去の実施に向けた検討を進める。

４．目標地図
【目標地図（令和２年度末）】

１．地区の概要

26ha地区内の耕作面積 12ha今後中心経営体が引き受ける耕地面積

水稲地区の主な作物 中間農業地域（統計区分）地域区分 中間農業地域（統計区分）地域区分

６経営体（認農２、認農法１）中心経営体数

目標地図作成の先行事例 【今富地区（野代）】 福井県小浜市

３．目標地図の作成プロセス（その２）

【作成に当たっての課題や出し手・受け手からの意見】
・ 集落内の地権者からは概ね同意が得られたが、話合いに参加できない地区外や遠方に在住

の地権者、相続人のいない高齢の地権者から同意を得る必要があった。
・ 中心経営体となる担い手以外に、もうしばらく耕作の継続を希望する地権者の存在。
【課題や意見への対応】
・ 農地中間管理事業の活用により、集落の将来を見据えた集積・集約の取組に協力してもら

えるよう、集落在住の親戚等を通じて、話合いに参加できない地権者等の方々へ、丁寧に説
明を行った。

・ もうしばらく耕作を希望する地権者は、農地バンクから賃借権の設定を受けた担い手と特
定農作業受委託契約を結ぶことで、今まで通り耕作が継続できるように配慮した。

・ 中心経営体の意見をもとに、目標地図を取りまとめ、理想的な集約の形で農地中間管理事
業の契約を行った。

【出し手・受け手の意識の変化】
・ 耕作できなくなった際の引き受け手が決まっていることで、地権者が続けられるうちは農

業ができるという安心感が生まれた。また、集落の農地が今後も守られていく安心感が地域
全体に広まった。

・ 地権者の意識が、地域農業の将来も見据えられるようになり、農地の保全管理や集落全体
で利用調整を行う一般社団法人「悠久の里野田井」の設置につながったことで、集積・集約
化が促進された。

・ 60代、70代の担い手のリタイア後は、現在40代の担い手1名に集約する予定。

２．作成経緯
当初作成年次 平成29年10月
変更年次 令和３年３月（実質化）

【当初（令和元年度）】 【途中（令和２年度当初）】

３．目標地図の作成プロセス(その１）

【作成に至るきっかけ】
・ 人・農地プランの話し合いをきっかけに、農家組合、機械利用

組合、土地改良区の役員が集まって「野代農地検討委員会」を立
ち上げ、地域農業の方向性について話し合いを継続的に実施。

・ その結果、農地中間管理事業を活用して、中心経営体への集
積・集約化を進め、耕作条件改善事業を実施する方向性が作られ
た。

⼩浜市
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項目
年次

（令和）
単位

直近
データ

前年
（前回）

増減率
(差)(%)

備考

農
業

経
営
体

農業経営体
5年2月
（概数値）

万経営体 92.9 97.5 ▲ 4.7
経営耕地面積が30a以上の農業又は農産物販売金額が50万円以上に相当
する規模の事業又は農作業の受託の事業

うち個人経営体 〃 〃 88.9 93.5 ▲ 5.0

うち主業経営体 〃 〃 19.1 20.5 ▲ 6.8農業所得が主で、自営農業に60日以上従事する65歳未満の世帯員がいる

準主業経営体 〃 〃 11.6 12.6 ▲ 8.2農外所得が主で、自営農業に60日以上従事する65歳未満の世帯員がいる

副業的経営体 〃 〃 58.2 60.4 ▲ 3.7自営農業に60日以上従事する65歳未満の世帯員がいない

うち団体経営体 〃 〃 4.1 4.0 1.5

うち法人経営体 〃 〃 3.3 3.2 2.5

総農家 2年2月 万戸 174.7 (215.5) ▲18.9
前回は平成27年
経営耕地面積10a以上又は農産物販売金額15万円以上

販売農家 〃 〃 102.8 (133.0) ▲22.7経営耕地面積30a以上又は農産物販売金額50万円以上

自給的農家 〃 〃 71.9 (82.5) ▲12.9経営耕地面積30a未満かつ農産物販売金額50万円未満

認定農業者 ４年3月 経営体 222,442 227,444 ▲ 2.2市町村等が農業経営改善計画を認定

集落営農
５年2月
（概数値）

集落営農 14,227 14,364 ▲ 1.0

うち法人 〃 〃 5,760 5,694 1.2

農地所有適格法人 ４年1月 法人 20,750 20,045 3.5農地を所有できる法人の総称

うち株式会社 〃 〃 8,667 8,068 7.4特例有限会社を除く

農地のリース方式により参入した一般法人 2年12月 〃 4,202 3,867 8.7

労
働
力

基幹的農業従事者
5年2月
（概数値）

万人 116.4 122.6 ▲ 5.115歳以上の世帯員のうち、ふだん仕事として主に自営農業に従事

うち女性 〃 〃 45.2 48.0 ▲ 5.9

平均年齢（男女計） 4年2月 歳 68.4 67.9 0.7

新規就業者 3年2月 万人 5.2 5.4 ▲ 2.7

うち49歳以下 〃 〃 1.8 1.8 0.2

うち雇用 〃 〃 1.2 1.0 15.1

雇用労働者（常雇）
5年2月
（概数値）

〃 15.7 15.2 3.3

〃 （臨時雇）
5年2月
（概数値）

〃 146.4 148.1 ▲ 1.1

外国人雇用労働者（農林業） ４年10月 〃 4.4 3.9 13.1厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」

農業経営体・労働⼒関係基本データ（令和５年７⽉１３⽇現在）
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